
三次市教育委員会会議録 

 

１ 日  時  令和６年５月２２日（水） 

         開会 午前 １０時００分 

         閉会 午前 １１時２０分 

 

２ 会  場  三次市役所本館 ６階６０１会議室 

 

３ 出席委員  教 育 長  迫 田 隆 範 

 委 員  小 根 森 直 子 

 委 員  深 水 顕 真 

 委 員  井 岡 直 美 

        委 員  藤 井 皇 治 郎 

 

４ 出席職員  教 育 部 長  宮 脇 有 子 

教育部次長  豊 田 庄 吾 

教育企画課長  渡 部 真 二 

学校教育課長  藤 本 裕 佳 里 

学校給食担当課長  小 原 謙 二 

社会教育課長  山 西 正 晃 

教育企画係長  今 井 雅 英 

教育企画課主事  平 奈 菜 巴  

 

５ 議事日程 

 (1) 議案第 5号  市議会定例会に提出される教育委員会関係の議案について 

(2) 議案第 6号  令和 7年度に義務教育諸学校で使用する教科用図書の三次市採 

択基本方針について 

(3) 議案第 7号  三次市教科用図書採択地区選定委員会委員の委嘱について 

(4) 議案第 8号  三次市教科用図書採択地区調査員の委嘱について 

(5) 議案第 9号  令和 6年度三次市就学指導委員会委員の任命について 



(6) 議案第 10号  令和 6年度三次市立小中学校の学校評議員の辞職及び委嘱につ 

いて 

(7) 議案第 11号  令和 6年度三次市学校給食共同調理場運営委員会委員の委嘱に 

ついて 

(8) 議案第 12号  三次市文化財保護委員会委員の委嘱について 

 

６ 協議日程 

 (1) 協議 1     6月補正予算要求について 

 

教育企画課長 ただいまから教育委員会会議を開催する。教育長の報告をお願いする。 

迫田教育長 前回教育委員会会議以降の状況について，5点ご報告する。 

1点目は，臨時議会についてである。 

5月 1日に臨時議会が行われ，議長に山村惠美子議員，副議長に横光春

市議員が就任された。また，常任委員の選任等が行われた後，報告 4件

の他，議案 3件が可決され，同日閉会した。 

2点目は，令和 6年度児童生徒数についてである。 

5月 1日で，今年度の本市の学級数や職員定数が確定した。小学校は，

全 21校で児童数 2,276名，通常学級は計 126学級，特別支援学級は 17

校に計 33 学級，中学校は，全 12 校で生徒数 1,052 名，通常学級は計

48 学級，特別支援学級は 11 校に計 20 学級，小中学校全体の児童生徒

数は 3,328名となり，これを昨年度と比較すると，小学校児童は 116名

減少し，中学校生徒は 32名減少となった。青河小，小童小，八幡小の

1年生児童はゼロ，小学校 7校が完全複式（河内，粟屋，青河，君田，

作木，小童，八幡）となった。なお，小童小学校は，今年度末で閉校し

甲奴小学校に統合する。また，小学校については，令和 7年度までに段

階的に 35 人学級とすることとなっており，今年度は小学校 1 年から 5

年生までが 35人学級となり，来年度（R7）には小学校 6年まで 35人学

級となることが決まっている。各学校の児童生徒数，学級数等は添付資

料をご覧いただきたい。 

3点目は，十日市小・中学校等改築事業についてである。 



十日市小・中学校等改築事業に係り，4 月 24 日に第 1 回三次市立十日

市小・中学校等改築基本構想・基本計画策定委員会を開催した。13 名

の方に策定委員となっていただき，委員長には広島大学名誉教授の朝

倉淳委員，副委員長には広島工業大学教授の栗﨑真一郎委員が選任さ

れ，協議を開始していただいた。分科会として 4つの専門部会を設置し

て課題別協議も行いながら，10 月末までに計画的に基本構想及び基本

計画を策定することとしている。教育委員会会議においても，随時，状

況の報告や必要な協議を行っていく予定である。第 1 回策定委員会の

概要については，添付資料をご覧いただきたい。 

4点目は，日彰館高等学校創立 130周年記念式典についてである。 

日彰館高等学校が今年で創立 130 年となり，4 月 28 日に記念行事が行

われた。記念行事では，卒業生である奥田小由女先生が講演をされ，吉

舎での生活や学びの体験から始まった芸術家としてのこれまでの歩み

を当時の写真も示されながら話をしてくださった。行事には，県教育委

員会の篠田教育長や日彰館の同窓生，現役生徒など多くの参加の下で，

学校の歴史と伝統を継承し，未来へつなげる意志を共有する機会とな

った。 

5点目は，学校訪問についてである。 

5 月 9 日から 5 月 31 日までの間で市内全小中学校を訪問し，校長面談

や授業参観，諸帳簿の確認等を行っている。教育委員の皆様にも可能な

範囲で同行いただき，共に学校状況を把握していただくこととしてい

る。 

教育企画課長 本日の会議は全員出席のため,地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第 14条第 3項の規定により本教育委員会会議が成立していること

を確認する。それでは，以降の進行を教育長にお願いする。 

迫田教育長 これから議事に移る。議案第 5 号は市議会定例会へ提出する議案にか

かわること，議案第 7号から議案第 12号は人事案件，協議事項につい

ては予算にかかわる案件のため，公開になじまないものと考える。つい

ては，三次市教育委員会会議規則第 14条第 1項の規定により，議案第

5 号，議案第 7 号から議案第 12 号，協議事項は非公開が適当と考える



がいかがか。 

委 員 一 同 ―異議なし― 

  

議案第 5号 市議会定例会に提出される教育委員会関係の議案について 

（市議会定例会へ提出する案件のため非公開） 

  

迫田教育長 続いて，議案第 6号について事務局の説明を求める。 

学校教育課長 ―議案第 6号資料に沿って説明― 

以上，説明とする。 

迫田教育長 質問，意見等あればお願いする。 

 ―質疑なし― 

迫田教育長 議案第 6号についてはよろしいか。 

委 員 一 同 ―異議なし― 

  

議案第 7 号 三次市教科用図書採択地区選定委員会委員の委嘱について 

（人事に係る案件のため非公開） 

議案第 8 号 三次市教科用図書採択地区調査員の委嘱について 

（人事に係る案件のため非公開） 

議案第 9 号 令和６年度三次市就学指導委員会委員の任命について 

（人事に係る案件のため非公開） 

議案第 10 号 令和６年度三次市立小中学校の学校評議員の辞職及び委嘱について 

（人事に係る案件のため非公開） 

議案第 11 号 令和６年度三次市学校給食共同調理場運営委員会委員の委嘱について 

（人事に係る案件のため非公開） 

議案第 12 号 三次市文化財保護委員会委員の委嘱について 

（人事に係る案件のため非公開） 

協 議 1 ６月補正予算要求について 

（予算に係る案件のため非公開） 

迫田教育長 これをもって本日の会議を終了する。 

 


